
東京電力（株）　柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報〈平成２５年４月１０日（水）分〉

平成２５年４月１０日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応（点検、修理、調査等）などを付記しております。

１．ＧⅠグレード　　０件

２．ＧⅡグレード　　０件

３．ＧⅢグレード　　６件

NO. 号機等 不適合事象 備考

1 1号機
循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプ溜め升の蓋が腐食し破損していることを確認した。当該蓋を点検・修
理。

2 1号機
サービス建屋１階（管理区域）作業服脱衣所にてアメの包み紙を発見した。当該包み紙を回収済み。当該事
象の経緯を調査。

3 3号機
下部中央操作室に設置されている、「可燃性ガス濃度制御系（Ａ）圧力／温度」の画面を操作しても反応が
ないことを確認した。当該画面を点検・修理。

4 5号機
大湊側洗濯廃液系ろ過器の洗浄時、洗濯廃液系ろ過器（Ｃ）活性炭スラッジ出口選択弁が動作不良である
ことを確認した。当該弁を点検・修理。

5 7号機
軽油タンク燃料移送配管の点検時、ストレーナー蓋フランジボルトが固着していることを確認した。当該ボル
トを修理。

6 その他
水処理設備のＣＯＤ（化学的酸素要求量)計の点検時、当該ＣＯＤ計のサンプル水が排水されないことを確
認した。当該計器を修理。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりま
す。


